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教育厚生委員会会議録 
 

 

日    時    平成３１年３月１１日（月）             開会時間 午後 １時０５分 

閉会時間 午後 ３時３０分 

 

場    所    委員会室棟 第２委員会室 

 

委員出席者    委員長   桜本 広樹 

         副委員長  清水 喜美男 

委 員   中村 正則  望月  勝   杉山  肇  猪股 尚彦 

早川  浩  小越 智子 

 

委員欠席者    なし 

 

説明のため出席した者 

福祉保健部次長 中澤 和樹  福祉保健部次長 依田 誠二 

福祉保健総務課長 小野眞奈美  健康長寿推進課長 佐野 俊一 

国保援護課長 土屋 淳  子育て支援課長 下條 勝 

子どもの心のケア総合拠点整備室長 土屋 嘉仁  障害福祉課長  小澤 清孝 

医務課長 井上 弘之  衛生薬務課長 大澤 浩  健康増進課長 下川 和夫 

 

 

議題 （付託案件） 

 （平成３１年度関係） 

 第１０号  山梨県立育精福祉センター設置及び管理条例中改正の件 

 第１７号  山梨県衛生環境研究所手数料条例等中改正の件 

 第２６号  平成３１年度山梨県一般会計予算第１条第２項歳出中教育厚生委員会関係のもの及び第３条

債務負担行為中教育厚生委員会関係のもの 

 第２９号  平成３１年度山梨県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 

 第３８号  平成３１年度山梨県国民健康保険特別会計予算 

  

 請願第３０－６号 身体障害者手帳の様式の変更に関することについて 

 

 

審査の結果    付託案件については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定した。 

また、請願第３０－６号については、採否留保すべきものと決定した。 

 

審査の概要    午後１時０５分から午後３時３０分（途中、午後２時４７分から午後３時まで休憩をはさん

だ）まで福祉保健部関係の審査を行った。 
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主な質疑等 福祉保健部関係 

 

※第１０号  山梨県立育精福祉センター設置及び管理条例中改正の件 

質疑 

 

望月（勝）委員  今、説明いただきました山梨県立育精福祉センターの関係で、２０２０年の４月から成人寮と

一体化して指定管理者制度にしていくということでございますが、その点について何点かお伺い

します。 

  まず、この山梨県立育精福祉センター設置及び管理条例中改正の件について、その状況の中で、

知的障害のある人が入所しておるわけですが、具体的にはどのような支援を行っているのか、そ

ういう状況の内容をちょっと教えてもらいたいのですが。 

 

小澤障害福祉課長 育精福祉センターにつきましては、１８歳以上の知的障害のある方が入所いたします成人寮

と、１８歳未満の知的障害のある子供が入所する児童寮、この２つがございます。まず、成人寮

につきましては、障害者総合支援法に基づきまして、入所者に対しまして日常生活におけます食

事や入浴、排泄等の介護など、さまざまな支援を行っているところでございます。また、児童寮

につきましては、児童福祉法に基づきまして、知的障害のある子供に対して日常生活の指導や自

立に必要な知識、技能などの習得など、さまざまな支援を行っているところでございます。特に

児童寮につきましては、家庭の事情などを理由に保護された重い知的障害のある子供を受け入れ

る県内唯一の施設となっているところでございます。 

 

望月（勝）委員  今の説明で、成人寮のほうは１８歳以上の方を入居させて指導して面倒を見ているということ

でございますが、成人寮に対しては既に指定管理者制度を導入しているわけでございますけれど

も、その点の成果といいますか、そういう状況をちょっと教えてもらいたいのですが。 

 

小澤障害福祉課長 成人寮につきましては平成２５年４月から指定管理者制度に移行をしているところでござい

ます。５年が経過をしたところでございますけれども、この間、指定管理者によりまして、直接

支援をしますスタッフの増員など、入所者の状況に応じまして迅速かつ柔軟に対応することが可

能となっておりまして、きめ細かな支援が行われるようになったところでございます。また、こ

うした指定管理者の対応につきまして、家族会の皆様からも高い御評価をいただいているところ

でございます。 

 

望月（勝）委員  今の説明で、指定管理者を導入して非常に効果が出たということの御意見をいただいていると

いうことでございますが、児童寮へこれから指定管理者制度を導入した場合に、成人寮と一体化

していくということでございますが、その点についての課題等はありますか。また、期待される

効果等を教えてもらいたいのですが。 

 

小澤障害福祉課長 児童寮に指定管理者制度を導入するに当たりまして、まず、入所している子供たちが親亡き

後も生涯にわたって安心して生活ができる環境を整えていく必要がございます。それには相談や

居住、就労など、複合的な支援を充実させていくという課題がございます。加えまして、児童福

祉法の改正によりまして２０２１年４月以降、いわゆる３３年問題と言われているものでござい

ますが、１８歳以上の入所者につきましては障害者施設、もしくはグループホームなどに移行し

なければならないという状況もございます。このような課題に対応するために、相談支援、また、

居住系のサービスなど、多様な支援ができる社会福祉法人等が児童寮を運営することでグループ

ホーム等への円滑な移行をはじめ、一人一人の状況に合わせたきめ細かな対応が可能になると考

えているところでございます。 

 

 

討論       なし 
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採決      全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

 

※第１７号  山梨県衛生環境研究所手数料条例等中改正の件 

質疑      なし 

 

 

討論        

 

小越委員  消費税増税に伴いまして県民に負担を押しつけるものであり、私は反対いたします。 

 

 

採決      採択の結果、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

 

※第２６号  平成３１年度山梨県一般会計予算第１条第２項歳出中教育厚生委員会関係のもの及び第３条

債務負担行為中教育厚生委員会関係のもの 

質疑 

（保育人材確保・定着促進事業費について） 

杉山委員  ２点お聞きしたい。まず、福の３３ページの一番下の保育人材確保・定着促進事業費というと

ころなのですが、御案内のように第２子以降、第３子、３歳児未満の保育料無料化とか、また、

この秋からですか、国が実施する幼児教育の無料化ということも始まるようで、そうなると本当

に利用者がふえるというようなことが予想されるのですけれども、そういう中で保育士の確保と

いうのは喫緊の課題だと思うのですが、そういう中で、現在、県内に保育士養成学校があると思

うのですが、そういったところの卒業生がどういう就職状況なのかお聞きしたいと思います。 

 

下條子育て支援課長 保育士養成校の就職状況についての御質問でございますけれども、平成２５年度から平成

２９年度までの過去５年間の保育所等への就業率は約６割となっております。そのうち県内への

就業率は約７割となっているところでございます。 

 

杉山委員  ７割が高いのか低いのかちょっとわからないのですが、いずれにしても保育士が足りないとい

うのは全国的な状況なのかなと思うのですが、そういう中で、県も保育士の確保についてはいろ

いろ施策をしてきているのだと思いますが、具体的にどういった施策をされているのか、また、

その実績といいますか、効果といいますか、そんなものは今、どういう状況なのか教えていただ

きたい。 

 

下條子育て支援課長 県内養成校の学生に対しましては、保育所見学バスツアーであるとか就職応援フェアとい

うものを平成２８年から実施しているところでございます。まず、見学バスツアーの参加者です

が、平成２８年度は３３人、平成２９年度は４３人でございましたが、本年度は実施日をふやす

ことで参加しやすくなったことから９４人となりました。 

  次に、就職応援フェアの参加者についてですが、平成２８年度と平成２９年度は９月に実施し、

約１００人が参加したところでございます。本年度は就職や実習の参考とするため、時期を早め

てほしいという要望がございましたので、それに応えまして７月に実施したところ、参加者は１

４５人となったところでございます。参加者からは、改めて子供とかかわる仕事につきたいと思
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った、もっと頑張ろうと思ったなどの声が寄せられておりまして、学生への保育現場への就業意

欲を高めたものと考えているところでございます。 

 

杉山委員  そういった事業をされて、それなりに効果が上がっているのだと思います。そういう中で、次

のページの保育士の処遇の改善の事業だとか、そういうこともあわせてやられている中で、また

今年改めて協議会の設置だとか、保育所等見学会という、また新しいことを始めるのですけれど

も、当然、今までやってきた施策だけでは不十分だということでいろいろ新しいこともされて、

さらに確保しようということだと思うのですが、この今回新しく始める事業についての見込みと

いいますか、その辺のことを教えていただきたいと思います。 

 

下條子育て支援課長 保育士の確保、定着をさらに促進するため、養成校であるとか保育団体、それから行政機

関等で構成する協議会を新たに設置いたしまして、就職を促進するためのさまざまな事業を実施

することとしております。保育所等見学会につきましては、これまで県内養成校の学生を対象と

して実施してまいりましたけれども、これに加えまして明年度におきましては県外養成校の学生

を対象とした見学バスツアーも実施することといたしました。 

  また、山梨の保育所等をＰＲする冊子を作成しまして、やまなし暮らし支援センターや県外養

成校で配布するなど、本県の保育環境や自然環境のすばらしさを発信し、県外の学生に対しまし

て県内保育所等への就業を促進していきたいと考えているところでございます。 

 

杉山委員  例えば隣の東京都なんかは給料も高いということで、どうしてもそっちに流れるということも

ままありますので、さっきおっしゃったように、やっぱりこの山梨で子育てをするという仕事に

つくということの魅力をさらに発信をして、保育士確保に努めていただきたいと思います。 

 

（子ども心のケア総合拠点整備事業費について） 

  もう１点なのですが、福の４６ページの子どもの心のケア総合拠点ということで今度整備をさ

れるのですが、その中に中央児童相談所もそこに入るということになるわけですけれども、御案

内のようにそういう児童相談所というのは大変重要な施設となっているのですが、この新しい総

合拠点に中央児童相談所が入るということで、プラスというものがあるのでしょうか。 

 

土屋子どもの心のケア総合拠点整備室長 お答えいたします。拠点については４つの施設が入りますけれども、

そのうちの１つが中央児童相談所ということになります。中央児童相談所につきましては、増加

する相談ですとか、あるいは一時保護所の定員の不足ということが非常に課題になっておりまし

たので、今回も相談室を３室から５室にふやすというようなことと、あと、一時保護所の定員に

つきましても、１２人から１６人に定員をふやすなどの整備を行います。また、居室については、

個室化により機能の強化、拡充を図るという計画となっております。 

 

杉山委員  いずれにしてもそういう新しい施設ができたことによって、そういったもろもろの中央児童相

談所の機能もより拡充できたということだと思います。 

  もう１点、その中に児童心理治療施設という、これはその家庭の事情で虐待だとかそういった

被害を受けた子供たちが治療を受ける施設ということだと承知をしているのですが、これもこの

拠点に入ることによって、いろいろな効果があるのだと思いますが、その辺をお聞きしたいと思

います。 

 

土屋子どもの心のケア総合拠点整備室長 お答えいたします。他県の状況を見ても、児童心理治療施設に入所す

るお子さんの七、八割が虐待を受けた経験があるという状況になっているようです。児童心理治

療施設につきましては、役割として第一に重要なことが安心して生活ができる場を確保するとい

うことと、あと、安心できる生活があった上で専門的な心理治療や生活の指導、また、必要に応

じて薬物治療、薬物療法なども行うということになっております。こういったお子さんが入所し

て、社会生活に適応するために必要な支援を行うことが児童心理治療施設の役割としては重要に

なりますし、また、総合拠点にこの施設ができることによって、こころの発達総合支援センター
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ですとか中央児童相談所といったところと密接に連携しながら、相談時から入所、治療、退所後

といったような一貫した支援が行える体制が整備できると考えております。 

 

杉山委員  いずれにしても中央児童相談所もこの治療施設も本当に今、社会的に大変重要な施設というこ

とになっております。せっかくこういう施設ができるわけですから、子供たちといいますか、そ

ういう方たちの立場に立って施設がこれから有効に機能するようにぜひお願いをいたします。 

 

（中部ブロックＤＭＡＴ実動訓練事業費について） 

猪股委員  当初予算の課別説明書の福の６９ページです。中部ブロックＤＭＡＴ実動訓練事業費は大規模

災害を想定した各県の災害派遣医療チームの実践的訓練を合同で開始するという事業であると

いうことを先ほど課長からも説明をいただきましたが、これに関して何点かお伺いします。 

  まず、近年、日本各地で毎年のように大きな災害が発生しています。本県でも南海トラフ地震

などによる大規模災害が懸念されている中、いざというときの災害の備えは非常に重要でありま

す。そこで、この中部ブロックＤＭＡＴ実動訓練の目的と具体的な内容はどんなものか、その辺

をお伺いします。 

 

井上医務課長  この訓練は中部ブロックのＤＭＡＴ隊員の技術の向上や連携等を図ることを目的としており

まして、毎年、中部ブロックに属する９県が持ち回りで行っている訓練でございます。９県のＤ

ＭＡＴのうち約１００チーム、４００人ほどが開催県で災害が起こったという想定で参集し、大

規模な訓練を行うものでございます。 

  訓練内容につきましては、毎年、開催県で考案をしておりますが、一例といたしましては、参

集訓練、それからＤＭＡＴの調整本部や各地域での活動拠点の運営訓練、それから支援に入った

病院でのトリアージ訓練、また、航空機による広域医療搬送訓練等を行っているところでござい

ます。 

 

猪股委員  本県ではどのような災害を想定して訓練をされるのか、その辺はいかがですか。 

 

井上医務課長  詳細につきましては、現在、県内のＤＭＡＴと検討を行っているところでございますけれども、

大まかに、まず、糸魚川・静岡構造線の断層帯南部区域の活動によりまして、中北地域及び峡北

地域で震度６強の地震が発生して大きな被害があったと想定し、中部ブロックのＤＭＡＴに派遣

要請を行うということが１点ございます。 

  もう１点が、その後、富士山においても火山性微動が増加し、噴火警報４が発表されたと想定

する予定でございます。この噴火警報４というのは、警戒が必要な地域において要援護者の避難

が必要となるレベルでございますので、富士北麓地域の病院等の避難のために県内に参集してい

たＤＭＡＴに応援を要請するという二本立ての内容を考えているところでございます。  

 

猪股委員  ただいまの答弁にもありましたけれども、富士山噴火を想定した訓練については、昨年１１月

にも県と富士北麓８市町村が合同で広域避難実動訓練が実施されているところです。そこで、各

県からＤＭＡＴが集まるせっかくの機会でありますので、この訓練と連携し、より充実した内容

にすべきだと考えますが、その辺はいかがでしょうか。 

 

井上医務課長  さまざまな訓練の機会を通じまして関係団体との連携体制を確認しておくということは、いざ

災害が起きたときには非常に重要でございます。このため、御指摘いただきました富士北麓８市

町村の合同訓練との連携につきましても、関係機関と調整をしてまいりたいと考えます。 

 

（介護ロボット導入費補助金について） 

望月（勝）委員  福の２１ページの介護ロボット導入費補助金についてお伺いします。やはり介護人材不足とい

うものを解消するためにいろいろな施設へ介護ロボットを導入している状況であると思います

が、その点について、この介護ロボットの現状とか、そういうものをお伺いしたいと思います。 
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佐野健康長寿推進課長 ただいまの質問にお答えいたします。介護ロボットの導入の状況でございますけれども、

平成２８年度から平成２９年度にかけまして４２の施設で９４台の介護ロボットが導入された

ところでございまして、今年度は４施設で１３台の介護ロボットの導入に補助を行うこととして

おりまして、合計で４６施設、１０７台の介護ロボットが導入されることとなります。 

 

望月（勝）委員  これは１台の上限が約３０万円ですか。この予算に出ていますけれども。これで見ると、今回

の予算が大体３００万円。そうすると上限３０万円としても１０施設ぐらいだと思うのですけど、

今の状況でいきますと、この平成３１年度は４施設で１３台導入するということでございますけ

れども、これはどのような機能を持った介護ロボットを導入していくのか。そしてまた、上限が

高いのは３０万円以上のものはあるのか。それともそれ以下のものもあって、平均して合計で３

００万円ということで補助していくのか、その辺を伺います。 

 

佐野健康長寿推進課長 導入された効果ということだろうと思いますけれども、導入されました介護ロボットに

つきましては、大きく２つございまして、一つはセンサーや端末機器などによりまして要介助者

の状況を把握することができる見守り支援用の介護ロボットの導入、これが一番多くございまし

た。次いで、介助者が装着して、移乗介助の際の腰の負担を軽減するなどの移乗介助用のロボッ

トなどがございまして、ほぼこのどちらかの導入ということになっております。 

  導入効果については、１つ目の見守りの支援用のロボットについては、転倒や転落の減少、訪

問する回数の削減や、見守り業務の効率化などが挙げられまして、もう一つの移乗介助用ロボッ

トにつきましては、介助者の腰痛でありますとか身体的な負担の軽減ということでございます。 

  補助金の３０万円につきましては、国のほうの基準が３０万円ということでございまして、ロ

ボットは非常に安いものから、１００万円ぐらいするものがございますけれども、補助金につき

ましては国の限度額の３０万円ということにさせていただいております。 

 

望月（勝）委員  こういう人材確保のための、また、補助をするための介護ロボットの導入は当然必要と考えら

れますけれども、この場合に、平成３１年度、３００万円盛ってあるのですけれども、これによ

って、どのようにこういう施設の改善が図られていくのか、その点を伺います。 

 

佐野健康長寿推進課長 平成３１年度の当初予算につきましては対象機種をこれまでの１７の機種から約５０の

機種に広げるということ。それから、予算額を１５０万円から３００万円ということで、２倍に

拡大することによって導入を一層進めてまいりたいと考えておりまして、これは介護職員の負担

軽減のためということで、介護ロボットの導入促進を図りまして、継続して就業できるための労

働環境の改善というものを支援していきたいと考えております 

 

（母子・父子自立支援員設置費について） 

清水副委員長  福３９ページの母子・父子自立支援員設置費、これに関して何点かお尋ねいたします。実は、

私事なのですが、私も小学校３年のときに父親を亡くして、それから母子家庭という状態で社会

の底辺で一生懸命生きてきたのですけれども、その間、いろいろな人とかいろいろな行政でいろ

いろな支援を受けて、ものすごくありがたかったのですね。ですから、この母子・父子自立支援

というこの文言を見たときに、この激動の世の中で生きていく中で非常に大変な方が数多くいる

のだろうと思うのですね。そういう人たちにも手厚い支援をぜひやっていただきたいなと、こん

な思いを持ってこの項目を眺めていたのです。 

  それで、質問というのは、ここで言っている自立支援員とあるのですけれども、この人たちが

何人いるのかということと、具体的にどういう仕事をされているのかというのをお尋ねしたいと

思います。 

 

下條子育て支援課長 母子・父子自立支援員につきましては、県におきましては保健福祉事務所に９人配置して

おります。また、市におきましては１５人配置されているところでございます。母子・父子自立

支援員につきましてはひとり親の相談に応じまして、自立に必要な情報の提供や職業能力の向上、

及び求職活動に関する支援などを行っているところでございます。 
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清水副委員長  今、県で９名というお話だったのですけれども、果たして９名で本当に行き渡るのかなと疑問

に思うのですけれども、その辺は十分機能として果たされているのでしょうか。 

 

下條子育て支援課長 平成２９年度の相談実績ですけれども、県におきましては１,２０２件、市におきましては

１,３５５件で、合計２,５５７件となっております。また、相談内容につきましては、県、市と

もに福祉資金、児童扶養手当などの経済的支援に関するものが一番多くございました。次に、就

職相談、住宅相談などの生活一般に関することが続きました。また、その次が養育相談など、子

供に関することとなっておりまして、県、市とも数多くの相談を受けていることから、十分に役

割を果たしているものと考えているところでございます。 

 

清水副委員長  この母子福祉指導費をずっと見ていきますと、ひとり親家庭の補助金とか、補助先が県福祉協

議会とか、県母子寡婦福祉連合会とかとあるのですけれども、そういう協議会でも同じ機能を持

って仕事をやっていると思うのですけれども、そういうところと、ここで言う自立支援員と具体

的に仕事はどういうふうに違うのでしょうか。 

 

下條子育て支援課長 自立支援員におきましては、山梨県社会福祉協議会が行っております高等職業訓練促進給

付金の利用を促していただくとか、また、母子寡婦福祉連合会が行う就職セミナーであるとか、

技能習得講座を紹介しまして、ひとり親家庭の自立を促進しているところでございます。 

  また、生活の支援が必要な場合におきましては、母子寡婦福祉連合会が行っております家庭生

活支援員の派遣につなげるなど、両団体と連携して支援を実施しているところでございます。 

 

清水副委員長  ありがとうございました。今、本当に核家族化というか、隣が誰だかわからないという世の中

が非常に拡大していると。そういう中でこういう人たちが手を挙げて何とか支援を頼みますと言

いづらい雰囲気があって、本当にそういう人たちに本来は必要な支援がきちんと届くのかどうか

というのは私もすごく不安を持っているのですね。ですから、この自立支援員というのはまさに

そういうフットワークのいい人が地域をぐるぐる回って、そういう人たちを誰も取り残さないと

いう前提で仕事をやっていただきたいなと思っていて、９人というのは余りにも少ないなと思っ

ています。今のお話だとかなりその機能は満足されているということなのですけれども、今後は

この支援員の拡充みたいなものはどうお考えですか。 

 

下條子育て支援課長 委員がおっしゃられたとおり、まず自立支援員を知っていただくというようなことが必要

かと考えておりますので、「ひとり親家庭・寡婦のしおり」というようなものがございますので、

それを周知に使っていくとともに、今年度作成しました、やまなし子どもサポート情報におきま

してもひとり親家庭の自立支援員の周知をしているところでございます。また、今後におきまし

ても市町村のホームページだとか子育てガイドブックなどのパンフレットを活用しまして周知

を図っていきたいと考えているところでございます。 

  また、母子寡婦福祉資金の貸し付け時には訪問調査を実施するということになっておりますの

で、そこの場において生活状況を把握しまして今後の支援に活用していきたいと考えております。 

 

（粒子線治療等検討事業費について） 

小越委員  数点お伺いします。まず、福の７３ページあたりの話ですけど、前年度の医務課のところには

重粒子線の治療施設の検討研究会というものがあったのですけれども、今回入っていないのです

けど、それはもう新年度はやめたという理解でよろしいのでしょうか。 

 

井上医務課長  重粒子線につきましては、全国の状況ですとか診療報酬改定がございましたので、それに伴い

ます収支の検討等を現在しているところでございます。今回は骨格予算でございますので、肉づ

けの予算での対応となるかと思いますけれども、あくまで骨格予算でございますので、そういっ

た政策的な部分については計上していないというものでございます。 
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小越委員  私は、これについては慎重に取り扱うべきだと思っております。建設ありきでやるのはいかが

なものかと思います。 

 

（リハビリテーション普及促進事業費及び看護師確保対策費について） 

  それから、福の２５と福の７７ページですけど、例えば福の７７ページ、一日看護師体験事業

費等ですけど、今回８０万４,０００円ですね。前年度は２３１万円あったのですけれども、少

なくなっている。同時に、福の２５ページ、高校生１日リハビリ体験、３９万９,０００円。前

年度７７万円あったのですけれども、どちらも約半分になっているのですが、これは何か理由が

あるのでしょうか。 

 

佐野健康長寿推進課長 ちょっと済みません、確認をさせていただきたいと思います。 

 

井上医務課長  昨年度は看護師確保対策のところに看護職員の受給計画の策定費用があったかと思いまして、

その部分が計上されているのかと思います。これにつきましても、今回、骨格予算でございます

ので、政策的な部分は６月計上となります。 

 

小越委員  一日看護師体験事業費等の中にそれが入っているのですか。一日看護師が８０万４,０００円

ということで、たしか前年度は２３１万円あったのですけど、一日看護師の事業は減らすのか、

希望する子供が少ないのか、そこの数字があまりに前年度と変わっているので、そこを教えてほ

しいのですけど。 

 

井上医務課長  一日看護師事業については縮小の予定はございません。 

 

小越委員  じゃあ、１日リハはまた後で教えてください。 

 

（老人福祉施設整備費について） 

  それから、福の２１ページです。老人福祉施設整備費があるのですけれども、地域密着型のと

ころが今回計上されていないのですけど、補正予算で地域密着型のところがたしかマイナスして

いたような気がするのですけど、来年度は地域密着型のところはどのように考えているのでしょ

うか。これも骨格予算だから次に出てくるのですか。 

 

佐野健康長寿推進課長 やはりこれは骨格予算でございますので、政策的な話になりますので今後の検討という

ことになると思います。 

 

小越委員  ちなみに、今、特別養護老人ホームは、待機されていて入れない方はどのぐらいいらっしゃる

のですか。 

 

佐野健康長寿推進課長 要介護３から５の方につきましては、今、４,６３７人。昨年の４月１日現在の数字でご

ざいます。 

 

小越委員  要介護３から５の方が４,６３７人、そのうち在宅で待っていらっしゃる方というのはどのぐ

らいかわかりますか。 

 

佐野健康長寿推進課長 このうち在宅で待っている方は、２,６３６人でございます。 

 

小越委員  在宅で要介護３から５の方が２,６００人も待っているということは、やっぱり施設整備を急

がねばならないと思っております。骨格予算ではありますけれども、次の６月の補正予算のとき

には地域密着型も含めて施設整備を十分に検討して入れるべきだと思います。 

 

（保育人材確保対策貸付事業費補助金及び民間保育士等処遇改善推進事業費について） 
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  次に、福の３４ページ。保育士さんの話です。先ほど杉山委員からもお話がありました保育士

の人材確保についてです。保育人材確保対策貸付事業費補助金、１５３万円ですけど、前年度６

０４万円でした。大幅に減っているのですけど、これはどうしてですか。 

 

下條子育て支援課長 これは実績ベースによりまして算定し直したものでございまして、大幅に予算的には減っ

ているところでございます。ただ、件数的には平成２９年度におきましてもあわせて９件という

実績がございますので、実績が減っているわけではございません。 

 

小越委員  実績が減っていないのに大幅に減るというのはちょっと意味がわからないのですけど。実績が

減っていなくてどうして予算が減るのですか。それとも補助率とかが減るということですか。実

績が変わっていないのだったら予算も変わらないのではないですか。 

 

下條子育て支援課長 この事業におきましては平成２９年４月から実施したところでございまして、平成２９年

度については初めての事業、また平成３０年度におきましては１年実施したところでしか実績が

わかっておりませんでしたので、今回におきましては平成２９年度からの実績をもとにして算定

したところでございます。 

 

小越委員  実績が予想よりも少ないのだと思うのです。９件しかないというのは、これは保育士人材の確

保にならないと思うのです。潜在保育士さん、つまり保育士さんの資格を持っている、今までも

保育士さんをやったことがある。だけど復職するのはちょっとどうかなというか、復職を考えら

れないという方がたくさんいると思うのですよね。 

  それに対してこの下に民間保育士の処遇改善というのがあるのですけれども、これも前年度の

７６０万円に比べ３１０万円です。少ないのですけれども、保育士処遇改善について減っている

のはなぜですか。 

 

下條子育て支援課長 まず、先ほどの保育人材の貸付事業費なのですが、平成２９年から平成３０年９月までに

おきましてはトータルで２８件の貸付があるところでございます。それから、１３番の処遇改善

事業費についての予算の減におきましては、これはキャリアアップ研修の実施ということで予算

を計上しているところでございますけれども、これにつきましては、平成２８年度から実施して

おりまして、過去に受けておらず残っている方や講座の開設数を勘案してこのような金額になっ

たところでございます。 

 

小越委員  今、実績が９件から２８件に突然ふえるのですよね。これ、よく説明がわかりません。それで、

キャリアアップ研修が残っている人の分だけだということは、これ以上、処遇改善は上に上がら

ないと思うのですよね。もうこれで打ちどめだと。今まで受けていない人がいるだけだからとい

うことになってしまいますと、民間保育士さんの処遇改善は今で終わりと。これ以上、上がって

いかないということでは、潜在保育士さんが復帰したいと思わないと思うのですよ。処遇改善を

していかないと。 

 

（やまなし子育て応援事業費補助金について） 

  それで、左側のところですけれども、福の３３ページの１０番、やまなし子育て応援事業費補

助金、第２子以降の３歳未満児の保育料無料化ですけれども、これは前年度と比べて補助金の金

額が若干ではありますけれども減っている。これから保育園を希望する人はふえていくと思うの

ですけれども、なぜ減っているのでしょうか。 

 

下條子育て支援課長 第２子以降３歳未満児の保育料無料化という事業でございまして、これにおきましては平

成２８年度におきましては３,３３１人、平成２９年度におきましては３,４９５人の方が無料化

の対象となったところでございます。こうした実績、また、出生数、入所者数を踏まえたところ

でこの予算を計算しているところでございます。 
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小越委員  ということは、この第２子以降の対象となる子供たちの数が減るという意味ですか。保育料無

償化に伴って、それで減るのですか。さっきは子供が３,３００人から３,４００人にふえると言

っていましたけど、予算上は減っているというのは、子供の数が減るのですか。どうなのですか。 

 

下條子育て支援課長 １０月の国の保育料無償化に伴う事業とこの事業は重なっておりませんので、それとは切

り離して考えてよろしいかと考えております。そしてまた、今、影響を受けている無償化の対象

者はふえていますけれども、子供の出生数も５,７０５人から３,４３３人と減っておりますので、

そういうところも加味したところでございます。 

 

小越委員  子育て支援をしていると言いながらも、出生数が減っていると。それが第２子ですので、第１

子は対象にならないですよね。だから、第１子は産んだけれども、第２子どうしようかというお

母さんやお父さんの気持ちがここにもあらわれているかなと思います。 

 

（産休・育休明け保育推進事業費補助金について） 

  それから、福の３６ページですけど、特別保育事業推進事業費、先ほど説明がありましたけれ

ども、育休・産休明けの乳児を受け入れた場合に、保育園に補助を出すというのがありました。

補正予算でここのところをマイナス９９６万円、今回マイナス補正しています。前年度に比べて

も若干減っているのは、先日やった補正予算のマイナス分を加味して実績でこの数字にしたとい

うことですか。 

 

下條子育て支援課長 産休・育休明け保育推進事業費につきましては、現在、平成２９年度におきましては９市

４町におきまして１万２,０００人強の方が対象となっております。平成３１年度の予算におき

ましては１万６,０００人ほどの方を対象と見込んでおりまして、その予算をつくったところで

ございます。 

 

小越委員  １万２,０００人が１万６,０００人にふえるというのですけれども、予算が減っているのはな

ぜですか。ちょっとそこがわからないのですけど。 

 

下條子育て支援課長 大変済みません。確認をさせていただきたいと思います。 

 

小越委員  この育休・産休明け保育推進事業費ですけど、育休・産休明けに年度途中にお子さんを預けた

いというときに、保育園がいっぱいで入れないということは非常にたくさん聞きます。４月では

なくて７月、９月、１１月と行くにつれて、年度途中の産休・育休明けの後、保育士さんがいな

くて入れないということがたくさんあります。ここを前年度のところも９９６万円、補正でマイ

ナスしています。だけど現実は保育士さんがいなくて入れないというお子さんがたくさんいるの

ですよ。それは多分把握されていると思うのですけれども、先ほどのところでいっても、潜在保

育士さんの確保としても、全体、多くなっても２８件だと。先ほど、子育て支援を第２子以降３

歳未満のところでも、だんだん子供が減っていくと。となりますとね、本当に保育士さんをちゃ

んと確保できているのか心配なのですけど、山梨県の保育士さんの充足率はどうなっているので

しょうか。足りているのですか。 

 

桜本委員長  どこの部分のことを言っているのですか。 

 

（保育人材確保対策貸付事業費補助金について） 

小越委員  この保育人材確保対策貸付事業費補助金、福の３４ページ。先ほど話しましたけど、潜在保育

士さんのところが２８件ですけれども、ということは保育士さんが今、足りているのかどうかと

いうことです。 

 

桜本委員長  先ほどは３６ページのことを言って、今度は３４ページのことを言うから、混乱します。まず

はどこから答えればいいですか。 
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小越委員  保育士の充足率です。潜在保育士さんのところが１５３万円となっていますけれども、保育士

さんは足りているのかどうかということです。 

 

下條子育て支援課長 平成３０年４月時点における本県の待機児童はゼロであることから、保育士は充足してい

ると捉えております。しかし、本年１０月から幼児教育の無償化が始まりまして入所者が増加す

るという可能性もございますし、また、先ほどお話がありましたように希望する保育所に入所で

きないというような声も市町村からお聞きしておりますので、今後におきましても市町村と連携

して保育士の確保に取り組んでまいりたいと考えております。 

 

小越委員  今、保育士さんが足りていると言いましたけれども、実際は違うのではないかと思っています。

ここのところの保育士不足の対応が後手に回っていると思います。 

 

（重度心身障害者医療費貸付事業費について） 

  次に、福の４９ページ。２番の重度心身障害者医療費貸付事業費の貸付事務費等です。２の（２）

貸付事務費等９４５万円ですね。この貸付事務費等、これは具体的にどんなことをやっているの

ですか。 

 

小澤障害福祉課長 貸付事業費でございますけれども、平成２６年１１月に重度心身障害者医療費助成制度がそ

れまでの窓口無料から自動還付方式に変更したところでございまして、その移行に伴いまして医

療費の一旦の支払いが必要になるということから、その支払いが困難な受給者の方に医療費を無

利子で貸し付けるという制度をスタートさせたところでございます。その貸付金並びにその事務

費等でございます。 

 

小越委員  その上の医療費の貸付金は前年度の６,０００万円から５,０００万円と。前は１億円あったわ

けですけど、今、５,０００万円と半分ですよね。ただ、この貸付事務費等は、貸付の金額が６,

０００万円から５,０００万円に減っているにもかかわらず、貸付事務費等は７８７万円から９

４５万円とふえているのです。貸付の件数が減るのであれば、貸付事務費は減るはずなのですけ

れども、どうして事務費だけふえるのですか。 

 

小澤障害福祉課長 貸付事務費が増加しているということでございますが、確かに平成３０年度の予算は７８０

万円でございました。平成３１年度は９４０万円ということでございまして、この原因につきま

しては、貸与管理システムの機器の更新年に平成３１年度が当たるため、その費用が増額になっ

たものでございます。 

 

小越委員  貸与管理システムということは、貸与をして返還してもらう、またはそれから償還がどうなっ

ているかということをシステム上でやっていると思うのですけれども、この貸し付けされている

方々の重度心身障害助成の実績というのは何件ぐらいなのですか。 

 

小澤障害福祉課長 貸付事業の実績でございますけれども、月平均で申し上げますと、決算が済んでおります平

成２９年度は月当たり１４１件でございます。 

 

小越委員  １４１件が多いと見るか少ないと見るかありますけれども、最初は１億円計上したのですよね、

貸付のところは。だけど、今、１４１件と。これを見ますと大分減っていると思うのです。なぜ

こんなに減っているのでしょうか。そして、この５,０００万円で対応できるとお見込みなので

しょうか。 

 

小澤障害福祉課長 貸付制度につきましては、先ほど申しましたように平成２６年の１１月からスタートをした

ところでございますが、創設から４年が経過したところでございます。制度が浸透しまして、計

画的な借り入れが行われることによりまして徐々にではありますが貸付金額が減ってきている
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ということでございまして、今後につきましても明年度５,０００万円の予算でございますけれ

ども、この中で対応できるものと考えております。 

 

佐野健康長寿推進課長 先ほどのリハビリテーション普及促進事業費の予算額の件でございますけれども、２５

ページにございますのがリハビリテーション普及促進事業費の３９万９,０００円で、もう一つ、

２４ページのところの１１番にリハビリテーション推進事業費４５万円というのがございまし

て、これは交付金事業の一部対象になったということで、こちらのほうに計上させていただいて

おりますので、総額とすると昨年並みになるということでございます。 

 

小越委員  もうこれ以上やってもあれですけれども、私は、この重度心身障害者医療費のところの貸付が

１４１件というのは少ないと思います。貸付を利用したくても利用できなくなっている。１億円

が５,０００万円に減っているわけですよね。この問題はやはり重度障害者の方々、９月議会で

も質問しましたけれども、借りたくても借りられない、返せない、そういうことが発生しており

ます。そもそもこの予算も今、１５億４,８００万円ですよね、重度心身障害者医療費助成事業

費補助金。どんどん減っています。今、重度障害者の方々は一旦お金を払わなければならない。

この不自由なところをこのまま放置しておくことであり、ここに私は反対いたします。 

 

下條子育て支援課長 先ほどの福の３６ページの産休・育休明け保育推進事業費補助金の件でございます。２月

補正におきまして当初の１万７,０００人の見込みから１万４,６００人の見込みへと下方修正

させていただいたところでございます。そこで９６０万円ほど減額補正をお願いしたところでご

ざいます。当初から比べますと若干減っておりますが、１万４,６００人から比べますと平成３

１年度は１万６,４３９人の見込みとしてふえているところでございます。 

 

 

討論        

 

小越委員  先ほどもお話ししました保育士不足に対する対応が後手に回っていること、そして重度障害者

医療費の助成制度、貸付金額が減っていることは貸付の制度を含めて不備があるということです。

これについては福祉の後退であり、反対いたします。 

 

 

採決      採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

 

※第２９号  平成３１年度山梨県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 

 

質疑      なし 

 

 

討論       なし 

 

 

採決      全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

 

※第３８号  平成３１年度山梨県国民健康保険特別会計予算 

質疑 
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（分担金及び負担金について） 

小越委員  福の１０６ページ、歳入予算総括表の収入の分ですけれども、今年度は前年度に比べて負担金

のところが若干減っているのですけど、この負担金の内訳を教えてください。 

 

土屋国保援護課長 負担金の中身につきましては市町村からの納付金、あるいは社会保険診療報酬支払基金から

の負担金等がございます。 

  内容につきましては、今申し上げました市町村納付金、市町村からいただく納付金ですが、２

６６億８,０００万円、前期高齢者交付金、６５歳から７４歳までにかかる方の医療費の部分に

つきまして２３６億８,０００万円、それと特別高額医療費、これは４２０万円を超える医療費

がかかる場合についてですけれども、こちらのものが６,０００万円でございます。 

 

小越委員  大きく分けて納付金と支払金だと思うのですけれども、でも、比較でいくとマイナスになって

いるのですよね。市町村からの納付金は減っているのですか、ふえているのですか。どのぐらい

の金額があるのでしょうか。 

 

土屋国保援護課長 市町村からの納付金につきましては２６６億７,８６０万３,０００円となっておりまして、

今年度と昨年度の比較では３.９％の増加になっているところでございます。 

 

（保険給付費等普通交付金について） 

小越委員  ここはマイナスだけど、市町村から納付金は３.９％ふえているという説明でした。それで、

福の１１０ページに行きますと、保険給付費等普通交付金、国保の医療にかかる部分ですよね、

これは若干ではありますけれども、前年度と比べて、国保の医療にかかるお金が減っているので

すけれども、でも、市町村からの納付金がふえているというのはどうしてでしょうか。 

 

土屋国保援護課長 この保険給付費等交付金につきましては、国保の被保険者の医療費の支払いに充てるもので

ございます。国保の医療費につきましては、被保険者の人数の減少に伴って、これにより全体の

額としたら減ってくる見込みでございます。 

  一方、市町村からいただく納付金につきましては、国保の医療費に加えまして後期高齢者に対

する支援金や介護納付金の支払いに充てる部分も含まれております。これによりまして、特に後

期高齢者の医療費が増加する見込みでございますため、納付金の額もふえているといった次第で

ございます。 

 

小越委員  国民健康保険に入っていらっしゃる方が減ってくる。医療費も減ってくる。だけど、後期高齢

者介護納付金がふえるという話でした。補正予算のときに財政安定化基金で甲府市が２億５,０

００万円を保険料収納不足のため借りるという話がありました。今度、納付金が値上げをされる

と、この甲府市の場合は２億５,０００万円を追加して、納付金もふえる、それから貸してもら

った部分を返さなければならない。となりますと、保険料として集めなければならない金額がふ

える。ということは、すなわち国保税が値上げをされてしまうような状況になるのではないかと

思うのですけれども、そこのところはどのように把握されていますか。 

 

土屋国保援護課長 県民の皆様方からいただきます保険料につきましては、県からお示しいたしました納付金以

外に国または県から交付される公費がございます。また、市町村が独自に行います保健事業等に

要する経費なども勘案した上で市町村が決定するということになっておりますので、納付金が上

がったからと申しまして、保険料を上げるかどうかの部分につきましては、これらのことを勘案

し、市町村が適切に判断するものと考えているところでございます。 

 

小越委員  今、納付金が多くなっても市町村の判断だと言いますけど、例えば笛吹市では、この納付金が

上がったことも含めて国保税の値上げの条例が出ているようです。この納付金がこのまま上がっ

ていきますと、国保の方たちは医療費を削減したり、いろいろな努力をしたり、それから国保の

人数が減っているにもかかわらずこれまた値上げをされてしまうことであり、この国保の特会に
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対して私は反対いたします。 

 

 

討論       

 

小越委員  先ほど申しましたように、国民健康保険市町村納付金の大幅値上げによりまして、また、甲府

市などでは保険料収納の財政不足の安全化基金の返済も含めまして、保険料の大幅値上げを考え

ている市町村も出ておりますので、この納付金が増額になることについて私は反対いたします。 

 

 

採決      採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

 

※請願第３０－６号  身体障害者手帳の様式の変更に関することについて  

 

意見      

 

小越委員  採択するべきだと思います。ちょうど今、この委員会が最終年度の最後に入っておりますし、

このまま継続審議となりますと廃案、流れてしまうこともあります。プライバシーへの配慮から

の身体障害者手帳の変更を求める請願です。東京都などでは氏名、顔写真、手帳番号、等級、旅

客鉄道の減額のみ見えるように変えました。プライバシーに配慮いたしまして、障害者名を外か

ら見えないようにすることは障害を持っている方々への対応として適切だと思います。山梨県で

も障害者のプライバシーに対応してこの様式の変更を求める、この請願について私は採択するべ

きだと思います。 

 

杉山委員  身体障害者手帳の様式の変更に関することについて意見を述べさせていただきます。身体障害

者手帳の交付にかかわる事務につきましては、法、施行令、施行規則で必要事項を定め、それら

に従った事務処理が求められており、本県の身体障害者手帳の様式は身体障害者福祉法施行規則

で定められた様式に準じていると承知をしております。現在、国の社会保障審議会障害者部会に

おいて、障害者手帳のカード化などについて検討がなされております。したがいまして、今後の

国の動向を注視する必要があることから、採否を留保することが適当であると考えます。 

 

 

討論      

 

小越委員  採択するべきだと思います。 

 

 

採決     採択の結果、採否を留保するものと決定した。 

 

 

 

※所管事項 

 質疑に先立ち、執行部から第１号議案「山梨県行政機関等の設置に関する条例等中改正の件」及び第２号

議案「山梨県の事務処理の特例に関する条例中改正の件」について説明が行われた。 

質疑 

（災害救済費ついて） 
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猪股委員  予算のときに聞けばよかったかもわかりませんけど、災害救助費の中で、東日本大震災の関係

ですけど、被災者からの要請があって山梨県でも対応している民間賃貸住宅の現状ですね。ここ

についてはもう８年もたっておりますからだんだん減ってきているとは思うのですけれども、現

状についてはいかがなものでしょうか。 

 

小野福祉保健総務課長 福祉保健部の東日本大震災の対応で所管している部分でございますが、民間賃貸住宅へ

の借り上げに対する応急仮設住宅の供与について事務をしておりまして、これまで福島県に関し

ましては８９世帯２２６人の方が応急仮設住宅から退去をしております。現在では福島県の関係

は、３世帯９人の方が仮設住宅に入居しているところでございます。 

  それから、宮城県につきましては、現在は応急仮設住宅にいらっしゃらないのですけれども、

これまで７世帯１４人の方が避難をされまして、応急仮設住宅に入居をされていた状況でござい

ます。 

 

（障害者施設の整備について） 

杉山委員  ２点についてお聞きしたいのですが、まず、障害を持たれている方にいかに自立をしていただ

くかということを、国を含めてそういう大きな方針の中でいろいろな施策がされているのだと思

うのですが、そういう中でグループホームというものがそれぞれの地域、住みなれたところで生

活をして自立をしていくということには大変重要なことだと思います。県も障害者関連施設の整

備ということで補助金を出されているのですが、現状、山梨県内でグループホームの整備状況が

どの程度なのかということと、あわせて今後、グループホームの整備予定といいますか、計画と

か、その辺のところがどうなっているのかお聞きしたいと思います。 

 

小澤障害福祉課長 グループホームのお尋ねでございます。県内におきましては現在、８０の施設が稼働してい

るところでございまして、定員は総数で７３９人の利用定員がございます。この共同生活援助に

つきましては、身体、知的、精神、この３つの障害それぞれ対応しているところでございますけ

れども、特に精神の障害をお持ちの方に対しますグループホームの整備が今、急務となっており

まして、国におきましてもその整備を急いでいるところでございます。本県におきましてもその

点を中心に今、整備を進めようというところでございます。 

  今後につきましては、まず先日の補正予算で御審議をいただきました南アルプス市内に建設い

たします蒼渓会が、これは精神障害者を対象としましたグループホーム、２０人定員でございま

すが、それを明年度に整備していくことになろうかと思います。 

   

杉山委員  いずれにしてもグループホームという施設が持つ意味というのは大変重要なことだと思いま

すし、ニーズがあるからつくるということではなくて、やっぱりそういう施設があって、より自

立を進めるという意味合いもあると思います。その辺はしっかり地域の状況を見ながら進めてい

ただければと思います。 

 

（子宮頸がん予防ワクチン接種の健康被害の状況について） 

  それから、もう１点、子宮頸がんワクチンのことについて教えていただきたいのですが、福の

９４ページにも接種後の健康被害というところがあって、この中に、因果関係を否定できない疾

病についてと、そういう文言がついているのですが、現状、子宮頸がんワクチン後の健康被害に

ついてワクチンとの因果関係というのはどういう状況なのかというのを教えていただきたいと

思います。 

 

下川健康増進課長 子宮頸がんワクチンの副反応の症状につきまして、国でも有識者、学識経験者等による研究

を進めておりまして、その辺については継続して今も研究中と伺っております。ただ、実際に子

宮頸がんワクチンの後、副反応があらわれまして、それに因果関係が否定できないものにつきま

しては、例えば予防接種法に基づくもの、また、そうでない場合には薬による副反応も賠償する

基金によるもの、そういったさまざまな制度で救済の対象として補償を行っているというところ

でございます。 
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杉山委員  県としては、そういう否定できない問題点が出て、今、やめているわけですよね。いろいろな

ニュースだとか本によると、ＷＨＯなんかも警鐘しているみたいですけれども、子宮頸がんワク

チンを今、打たないことによる将来的なリスクは甚大なものになるのではないかという警鐘を鳴

らしているというような記事も見たのですけれども、当然、国の調査機関だとかそういうところ

の話になるのでしょうけど、例えばほかの都道府県も同じ状況なのでしょうか。ワクチンの接種

は今やめているという状況なのか、教えていただきたいと思います。 

 

下川健康増進課長 子宮頸がんワクチンにつきましては、法令上は定期接種ということになっておりますけれど

も、副反応の問題等ございまして、全国的に接種を勧奨していない、積極的に進めていないとい

う状況が全国的に統一した取り扱いとなっております。 

 

杉山委員  全国的に統一したやり方だということですね。いずれにしても、健康にかかわる話だと思うの

ですが、当然、全国的な話でしょうけれども、国とも密にして、しっかり対応していただければ

と思います。 

 

（医師の確保対策について） 

早川委員  医師の確保対策についてお伺いをしたいと思います。知事も医師、看護師の確保の対策が重要

ということで、なかなか妙手妙案がない中で、本会議では確保計画を策定するということで答弁

があったと思います。１つは、医師の奨学金を免除して本県に導入するという中で、もう一つ、

私が常々思っていたのは、お医者さんになってスタートをしたときに、最初に研修医が、臨床研

修というのですか、行った病院にそのまま居ついてしまう傾向が見られるので、そこら辺の対策

も大切だと思うのです。 

  そこで、まず初めに、臨床研修先となる病院はシステム的に全国統一で臨床研修医のマッチン

グ制度みたいなものがありますよね。これについて、まずどういうマッチングというか、制度な

のか教えてもらいたいのですけれども。 

 

井上医務課長  臨床研修マッチング制度というのは、翌年度から臨床研修を始めようとする全ての医学部生と、

それから全国全ての臨床研修病院が参加して行われるものでございまして、具体的には学生は希

望する研修先の病院を順位づけして、全国機関である医師臨床研修マッチング協議会というとこ

ろに登録をします。一方で、病院側も採用したい学生というのを順位づけして、そこの全国協議

会に登録をします。その双方の登録結果をもとに各病院の採用定員を踏まえながら、協議会のほ

うで組み合わせを行っていくという、そういう仕組みでございます。 

 

早川委員  そのマッチング制度をうまく本県が使えればいいと思うのですけれども、実際にこのマッチン

グ制度によって、その結果、具体的に例えば山梨大学の医学部の今年度の卒業予定者のうちに、

何名が県内に残って、実際に研修を行うのか、わかったら教えてもらいたいのですけど。 

 

井上医務課長  本年度の卒業予定者で、これは既卒者も含まれるのですけれども、山梨大学の出身者の卒業予

定者、既卒者は１５２名おりました。そのうち６２名が県内の臨床研修病院とマッチングしたの

で、この４月から県内へ勤めることになる予定でございます。この６２名は地域枠の入学生が４

３名、一般枠が１９名となっております。 

 

早川委員  ６０名というのは、まあまあいい結果だと思うのですけど、その中で、受け入れ側として５つ

の臨床研修病院があると承知しているのですけど、各病院側のマッチング状況はいかがですか。 

 

井上医務課長  それぞれの病院には指導医数ですとか症例数によりまして定員が決まっております。５つある

のですが、山梨大学の医学部附属病院は定員４０名に対して４０名の採用、県立中央病院は定員

１７名に対して１７名、市立甲府病院が定員６名に対して６名、甲府共立病院が定員８名に対し

て５名、山梨赤十字病院が定員２名に対して２名でございます。県全体では定員７３名に対しま
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して７０名と、過去最高のマッチ数でございました。 

 

早川委員  先ほど答弁で過去最高とありましたけど、逆に、その場合で、１５０人卒業生、既卒者もいて

６０名確保されているということですけど、９０名が県外に流れていると思います。そこに対す

るアプローチが必要だと思います。そこが今後、問題だと思うのですけれども、その確保に対し

て、どうやってアプローチしていくのかお伺いして質問を終わります。 

 

井上医務課長  まず、医師修学資金の貸与者につきましては、平成２４年度の新規貸与者から初期臨床研修と

いうのは必ず山梨県内で受けなさいということを義務づけておりますので、この方々は当然、山

梨県内に入ってきます。それ以外の一般枠の学生につきましては、実はほとんどが県外の出身者

でございますので、その多くは出身地ですとか都市部に戻って初期臨床をやりたいという思いを

持っている方も多くございます。ただ一方で、学生時代に山梨県内の病院で実習ですとか、山梨

県の地域で在宅医療を実際にやってもらうというような講義を通じまして、他県の方であっても

山梨県内の医療機関に触れ合うというさまざまな機会を設けているところでございます。 

  また、県内５つの臨床研修病院につきましては、積極的にＰＲをするために一般枠の学生、県

外の学生も含めた合同研修会というものを開催しているところでございます。 

 

（国民健康保険のとめ置きについて） 

小越委員  本会議で聞きました国民健康保険のとめ置きについてです。ちょうど４月は国保の切りかえ更

新になりますので心配です。本会議のときに、国保のとめ置きが６月現在で約３,０００件とい

う答弁がありました。多分、短期保険証というものではないかという答弁がありましたけれども、

短期保険証は大体何カ月ぐらい発行されるのですか。６カ月ですか、３カ月ですか、１カ月です

か。 

 

土屋国保援護課長 いわゆる短期の保険証なのですけれども、１カ月、２カ月、３カ月、６カ月の、こういう形

のものがあるわけなのですけれども、多くの場合、１カ月と承知しております。 

 

小越委員  １カ月の短期保険証が送られてきたときに、どうしていいか困ってしまうと思います。本会議

の答弁のときに、６月現在で３,０００件、国保のとめ置きがあると言いました。これはとめ置

きというのは短期保険証かもしれませんけれども、短期保険証を送っているケースもあるし、そ

れすらも送っていないケース、それがとめ置きですよね。そうすると１カ月となりますと、４月

に短期保険証を送った。だけど、５月になったらもう期限が切れてしまう。それも含めて３,０

００件なのですか。それともとめ置きだけが３,０００件なのですか。もっと含めると多くなっ

てしまうのではないですか。 

 

土屋国保援護課長 ３,０００件の内訳でございますけれども、いわゆる保険証が２５０件でございます。今、話

題になっております短期の保険証が２,５００件、それと被保険者資格証明書、これが２００件

でございます。これでおおむね３,０００件というところでございます。 

 

小越委員  本会議のときも言いましたけれども、甲府市ではこの中に子供が１４０人ぐらいいました。こ

の３,０００件の中に１８歳以下の子供のとめ置きの状況はどのぐらいあるのでしょうか。 

 

土屋国保援護課長 平成３０年６月の数値でございますけれども、高校生以下の御家庭の部分につきましては、

２,２５６名でございます。 

 

小越委員  ２,２５６人も子供に保険証が行っていなかった、そうなのですか。 

 

土屋国保援護課長 とめ置きの部分につきましては、市町村のほうで郵送しております。しかしながら、住所変

更等、郵便局に届けない場合がございまして、このため居所不明ということで返送されてくる場

合、また、滞納している被保険者の方に納付相談ということを市町村のほうで電話なり訪問する
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中で行っているわけなのですけれども、この納付相談等に応じていただけずに窓口に来ていただ

けないということになっているところでございます。 

 

小越委員  国民健康保険の中で、せめて子供には全部発行するとなったはずです。子供に保険証がなかっ

たら、例えば学校の修学旅行のときどうしますか。保険証を持ってこいと言われても保険証がな

いなんて、子供は困りますよ。学校も困ります。子供にだけは少なくとも保険証をしっかり発行

するべきだと指導するべきだと思うのですが、いかがですか。 

 

土屋国保援護課長 市町村によりましては一定期間、お渡しできないものも相当数あると承知しておるわけです

けれども、各市町村につきましてとめ置きが長期間とならないよう適切に対応しているものと考

えております。 

  また、県が各市町村に訪問指導する中で、技術的助言の場におきまして丁寧に対応するように

指導しているところでございます。 

 

小越委員  子供には滞納の責任はないと思います。子供にはせめて保険証がちゃんと行かないと。子供の

医療費助成制度もやっていますけど、保険証がないから使えないのですよ、子供の医療費助成制

度を。これだけはあってはいけないと思います。 

  長期にわたるとめ置きは望ましくないと、今、答弁がありましたけど、長期にわたるというの

は、どのぐらいのことを言っているのですか。３カ月、６カ月、１カ月。長期にわたるのは望ま

しくないとは、どのぐらいのことを言っているのですか。 

 

土屋国保援護課長 長期という定義は国のほうでも特にございませんので、１カ月を超えるものと考えていいの

ではないかと思います。 

 

小越委員  甲府市の場合は６カ月ぐらい、９月ぐらいまでずっと保険証がなかった子供が１４０人もいた

のですよ。そんなこと放置しておいていいわけないですよ。長期にわたるというのは１カ月と言

いましたよね。少なくとも長期にわたるのは望ましくない、１カ月を超えて保険証が手元にない

という事態がないようにするべきです。それには国保料を下げることが必要だということを申し

述べてこれで終わりにしておきます。 

 

 

 

その他         ・本委員会が審査した事件に関する委員会報告書の作成及び委員長報告については委員長に委任

された。 

 

以  上 

 

    

教育厚生委員長  桜本 広樹 


